
（様式２） 

特別顧問・特別参与が従事した職務の遂行に係る情報（事後公表） 

 

【担当課：政策企画室広報担当】 

議 題 大阪市の広報について（改善に向けた意見聴取） 

日 時 令和元年５月 15日（水曜）13時 30分～16時 30分 

場 所 大阪市役所本庁舎５階市民情報部会議室 

出 席 者 

(特別顧問・特別参与)： 

 清水特別参与 

(職員等)： 

 政策企画室（市民情報部長・広報担当課長・広報担当課長代理 外１名） 

 副首都推進局（戦略調整担当課長・戦略調整担当課長代理 外 1名） 

論 点 ・大阪市の各種広報媒体及び広報手法について 

主 な 意 見 

（大都市制度周知広報） 

・大阪が豊かになると言われても、それが自分にどうなのかという実感が伴

わない。市民の生活が何らかの形で豊かになる、ということを伝えていく必

要があるのではないか。 

（広報クオリティの確保） 

・表現のかみ砕きという変換と、表現ではないところの言い換えという２つ

の課題があることを改めて認識した。同じ内容を伝えるためにこういう情報

を伝える方が分かりやすい、ということもありえる。市民に伝わるようにす

るためにゴールは同じだが違うルートで説明することも必要。 

 

結 論 ・ 本日の助言を踏まえ、事業実施に向け検討を進める。 

説明等資料 
 

備 考 
 

関 係 所 属 

（ 部 課 ） 

政策企画室市民情報部広報担当 

副首都推進局戦略調整担当 

 


